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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19

号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

2026年１月13日（合意成立日）

 

(2）当該事象の内容

　当社は、株式会社Ａｏｉｅ（以下、「Ａｏｉｅ」といいます。）の株式を取得するにあたり、2024年４月12日付

で、Ａｏｉｅの譲渡元（以下、「売主」といいます。）との間で、株式譲渡契約書を締結し、2024年５月31日付で

Ａｏｉｅを完全子会社化いたしました。

　売主は、当該株式譲渡契約書において、表明保証を行っており、2025年８月14日付「特別調査委員会の調査報告

書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、Ａｏｉｅが実施するエネルギー事業に関連して、過去に行われた助成

金の申請手続の一部で不適切な申請手続が行われたことが判明したため、当社は、当該表明保証に違反する可能性

があるものと認識いたしました（以下、「本違反」といいます。）。

　本違反に関して、当社と売主による協議の結果、早期の解決を図るため、売主が当社に対して損害補償金として

総額82,000千円を支払う旨で合意したため、2026年２月期第４四半期会計期間において特別利益を計上する予定と

なりました。

　なお、詳細な合意条件に関しては、和解合意書に秘密保持条項が含まれるため開示は差し控えさせていただきま

す。

 

(3）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当該事象により、2026年２月期第４四半期の個別決算及び連結決算において、82,000千円を特別利益として計上す

る予定です。

 

以　上
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